
土砂等の埋立て等及び採取の規制に関する有識者会議（第２回）

次  第

                 日時：２０２１年１２月２４日（金）

                    午前１０時から正午まで

                 場所：愛知県自治センター６階

 ６０３会議室

１ 開  会

２ あいさつ

３ 議題等

（１）条例骨子案の検討について

（２）条例に係る各基準及び罰則について

（３）国の「盛土による災害防止に関する検討会」による提言概要（案）に

ついて

４ その他

５ 閉 会

（配付資料）

・資料１-１ 愛知県土砂等の埋立て等及び採取の規制に関する条例（仮称） 

       案の概要 

・資料１-２ 愛知県土砂等の埋立て等及び採取の規制に関する条例（仮称）

骨子案 

・資料２    環境基準について 

・資料３   適用除外の規定（案）許可を要しない土砂等の埋立て等と判断 

基準 

・資料４    適用除外の規定（案）認可を要しない土砂等の採取と判断基準 

・資料５    構造基準（案）一時堆積以外及び一時堆積の土砂等の埋立て等 

技術基準 

・資料６   採取基準（案）土砂等の採取技術基準 

・資料７   愛知県土砂等の埋立て等及び採取の規制に関する条例（仮称）

罰則（案）と他府県の規定一覧表 

・参考資料 盛土による災害の防止に関する検討会 提言概要（案） 
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愛知県土砂等の埋立て等及び採取の規制に関する条例（仮称）案の概要     

土砂等の埋立て等の許可制 

○基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止 

何人も、環境基準に適合しない土砂等による埋

立て等を行ってはならない

○許可対象 

・埋立て等区域の面積が 3000 ㎡以上の土地を対象 

 ・その他適用除外要件あり 

○許可基準 

・欠格要件（破産者、暴力団員等） 

・土地所有者の同意 

・構造上の基準（軟弱地盤対策、傾斜地盤対策など） 

・埋立て等区域の周辺の生活環境の保全(騒音、振動等)

○許可後及び完了等時の規制 

・土地所有者に対し許可内容記載の通知の送付 

・着手の届出 

 ・土砂等の搬入報告 

 ・完了等の届出及び県による検査 

○埋立て等完了時までの管理に関する規制 

・土砂管理記録 

 ・埋立て等に使用した土砂の量の報告 

 ・標識の掲示、境界標の設置 

＜雑則＞ 

・報告、徴収、立入検査 

・市町村条例との調整 

土砂等の採取の認可制 

○認可対象 

・土砂等の採取区域の面積が 1000 ㎡以上又は土砂

等の採取量が 2000  以上の土地を対象 

・その他適用除外要件あり 

○認可基準 

・適切な採取方法及び採取量 

・土地所有者の同意 

・災害防止措置（排水施設、土砂流出防止など） 

・採取区域の周辺の生活環境の保全(騒音、振動等) 

○認可後及び完了等時の規制 

・土地所有者に対し認可内容記載の通知の送付 

・完了等の届出及び県による検査 

○採取完了時までの管理に関する規制 

・標識の掲示、境界標の設置 

＜罰則＞ 

・許可違反、命令違反 

・報告義務違反 

・認可違反、命令違反 など 

・届出義務違反

県、土砂等の埋立て等を行う者、土砂等の採取を行う者及び土砂等の埋立て等及び採取が行われる

土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂等の埋立て等及び採取の適正化を図るために必要

な規制を行うことにより、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とする。 

制度の体系 

目 的 

その他 

資料１－１



愛知県土砂等の埋立て等及び採取の規制に関する条例（仮称）骨子案 

＜総則＞ 

項目 内容 

目的 ・県、土砂等の埋立て等を行う者、土砂等の採取を行う者及び土砂等の埋立て等及び採取が行われる土地の所有者の責務を明らかにする。

・土砂等の埋立て等及び採取の適正化を図るために必要な規制を行うことにより、災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とする。

定義 ・土砂等

土、砂利（砂及び玉石を含む。）、砕石及びこれらに混入し、又は付着した物をいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第二条第一

項に規定する廃棄物又は土壌汚染対策法（平成十四年法律第五十三号）第十六条第一項に規定する汚染土壌を除く。

・埋立て等

土地の埋立て、盛土その他の土地（公有水面以外の水面を含む。）への堆積。

・土砂等の採取

切土、床掘その他土地の掘削をする行為。

責務 ・県

  土砂等の埋立て等及び採取の適正化を図るために必要な施策を推進する。市町村が行う土砂等の埋立て等及び採取の適正化に関する施策が推進されるよう、情報の提供、技術

的な助言その他の必要な協力を行うものとする。

・土砂等の埋立て等を行う者

  実施に当たっては、災害の防止上及び生活環境の保全上必要な措置を講ずる責務を有する。

・土砂等の採取を行う者

実施に当たっては、災害の防止上及び生活環境の保全上必要な措置を講ずる責務を有する。

・土地所有者

  土地の所有者は、その土地において不適正な土砂等の埋立て等及び採取が行われることのないよう適正に管理する責務を有する。

土砂等の埋立て等又は採取が行われる土地の所有者は、当該土砂等の埋立て等又は採取による災害の発生を防止するため、当該土砂等の埋立て等又は採取の状況を把握する責

務を有する。

土砂等の埋立て等又は採取が行われる土地の所有者は、当該土砂等の埋立て等又は採取により、災害が発生し、又はそのおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該土砂等

の埋立て等又は採取を行う者に対し当該土砂等の埋立て等又は採取の中止、原状回復その他の必要な措置を講じることを求めるとともに、その旨を知事に通報する責務を有する。

＜土砂等の埋立て等に係る許可＞ 

項目 内容 

埋立て等禁止条件 ・埋立て等に使用される土砂等が土壌の汚染を防止するために満たすべきものとして規則で定める基準（「環境基準」）            に適合しない土砂等を使用して埋

立て等を行うことは禁止。

許可申請の適用事業 ・事業の許可期間は３年を限度とする。

・埋立て等区域の面積（一団の土地の区域内に複数の埋立て等区域がある時にあたっては、これらの区域の面積を合計した面積。）が 3000 ㎡以上の土砂等の埋立て等

（適用除外）

・国、地方公共団体その他規則で定めるものが行う土砂等の埋立て等

・法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による土砂等の埋立て等

・その他規則で定める土地の埋立て等 など

資料１－２

資料３参照 

資料２参照（環境基準） 
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許可申請者による土地

所有者への同意

同意内容 

・許可申請者の氏名及び住所 

・土砂等の埋立て等の目的

・埋立て等区域の位置及び規模

・埋立て等の期間 

・使用される土砂等の量 

・土砂等の堆積量が最大となる時及び土砂等の埋立て等の完了時の埋立て等区域における土地及び土砂等の堆積の形状

・施工されている間における埋立て等区域外への土砂等の崩落、飛散又は流出による災害を防止するために講ずる措置並びに埋立て等区域の周辺地域の生活環境を保全するために

講ずる措置 など

許可基準 ・破産者、暴力団員等でないこと

・資金を有している者

・土地の所有者の同意を得ていること

・形状及び構造上の基準に適合するものであること

・土砂等の埋立て等が施工されている間、埋立て等区域外への土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の防止上必要な措置が講じられていること

・埋立て等区域の周辺地域の生活環境の保全上必要な措置が講じられていること など

周辺住民への周知 ・説明会等を行い、埋立て等区域の周辺地域の住民に対し計画内容を周知。

市町村長への意見聴取 ・知事は事業の実施に関し該当する市町村長に通知し、市町村長から意見聴取を行う。

＜土砂等の埋立て等の許可を受けた者の許可申請以外の手続＞ 

項目 内容 

土地所有者への通知 ・許可を受けた日後遅滞なく、許可内容が記された許可通知書を土地所有者へ通知。

着手届出 ・土地の埋立て等に着手した日から速やかに知事へ着手の届出。

搬入報告 ・土砂等の発生場所ごとに土砂等を発生させる者が発行する発行元証明書により土砂等の発生場所の確認と土砂等の環境基準に適合することを確認し、知事に報告。 

土砂等の量の報告 ・一日当たりの土砂等の搬入量を知事へ報告。（一定期間ごと） 

（当該許可に係る埋立て等区域外への搬出を目的として行われる場合は、埋立て等に使用した搬出量。） 

変更申請 ・許可申請事項の変更を行う場合は知事の許可が必要。

完了等届出 ・土地の埋立て等を完了、廃止した場合は遅滞なく知事へ届出。

・完了検査時に災害の防止及び生活環境の保全に係る許可内容について適合していない場合には、必要な措置を行う。

地位の承継 ・埋立て等を行う権原の譲り渡し等があったときは、知事の承認後、地位を承継できる。

＜土砂等の埋立ての許可を受けた者の必要な維持管理＞ 

項目 内容 

標識の掲示等 ・埋立て等の区域に施工期間中、土砂等の埋立て者の氏名等、許可年月日、区域規模、埋立て等に使用される土砂等の予定量、埋立て等の期間等を記載した標識を掲示。

・境界を明らかにするための境界標の設置。

土砂等管理記録 ・毎月の末日までに、当該月中における土砂等の量を記録し管理。

書類の備付けと閲覧 ・許可申請関係書類、知事への報告等の備置。周辺住民の求めに応じ開示。

資料５参照（構造基準）
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＜土砂等の採取に係る認可＞ 

項目 内容 

認可申請の適用事業 ・事業の認可期間は３年を限度とする。

・採取区域の面積（一団の土地の区域内に複数の採取区域がある時にあたっては、これらの区域の面積を合計した面積。）が 1000 ㎡以上の土砂等の採取又は土砂等の採取量（一団

の土地の区域内に複数の採取区域があるときにあたっては、これらの区域の土砂等の採取の量を合計した量。）が 2000  以上の土砂等の採取 

（適用除外） 

・国、地方公共団体その他規則で定めるものが行う土砂等の採取

・法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による土砂等の採取

・その他規則で定める土砂等の採取 など

採取計画 ・採取区域の位置及び規模

・土砂等の採取量

・土砂等の採取の期間

・土砂等の採取方法及び土砂等の採取のための設備に関する事項

・土砂等の採取に伴う土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の防止及び採取区域の周辺地域の生活環境の保全を図るための方法に関する事項

・土砂等の採取の跡地の整備 など

認可基準 ・土地の所有者の同意を得ていること

・土砂等の採取方法及び採取量が適切であること。

・土砂等の採取に伴う災害が発生するおそれのない適切な方法であること

・採取区域の周辺の生活環境を保全するための適切な措置がとられること

・土砂等の採取に係る跡地の整備が適切に行われること

認可申請者による土地

所有者への同意

同意内容 

・認可申請者の氏名及び住所

・採取計画

市町村長への通知 ・知事は認可したときは、事業の実施に関し該当する市町村長に通知する。

＜土砂等の採取の認可を受けた者の認可後の手続＞ 

項目 内容 

土地所有者への通知 ・認可を受けた日後遅滞なく、認可内容が記された認可通知書を土地所有者へ通知。

変更申請 ・採取計画の変更を行う場合は知事の認可が必要。

完了等届出 ・土砂等の採取の完了、廃止した場合は遅滞なく知事へ届出。

＜土砂等の採取の認可を受けた者の必要な維持管理＞ 

項目 内容 

標識の掲示等 ・土砂等の採取区域に施工期間中、土砂等採取者の氏名等、認可年月日、区域規模、土砂等の採取量等を記載した標識を掲示。

・境界を明らかにするための境界標の設置。

資料４参照 

資料６参照（採取基準等）
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＜罰則等＞ 

項目 内容 

命令等 （土砂等の埋立て等）

必要な措置や停止命令 

・環境基準に適合しない土砂等の埋立てがおこなわれているおそれがある場合の措置や停止命令

・環境基準に適合しない土砂等の埋立てがおこなわれたことを確認した場合の撤去命令や停止命令

・許可等を受けないで埋立て等を行った場合の措置命令又は撤去命令

・許可基準に適合しない状態で完了・廃止し必要な措置を講じない場合の措置命令

・土砂等の埋立て等が許可基準に適合しない場合の措置命令又は停止命令  など

許可取消 

・環境基準に適合しない土砂等の埋立てがおこなわれているおそれがある場合の措置や停止命令に違反した場合

・環境基準に適合しない土砂等の埋立てがおこなわれたことを確認した場合の撤去命令や停止命令に違反した場合

・許可等を受けないで埋立て等を行った場合の措置命令又は撤去命令に違反した場合

・偽りなどの不正の手段により許可等を受けた場合

・土砂搬入報告、土砂等の量の報告、標識等の掲示等を行わなかった場合 など

（土砂等の採取）

必要な措置や停止命令 

・認可等を受けないで土砂等の採取を行った場合の措置命令又は停止命令

・認可基準に適合しない状態で完了・廃止し必要な措置を講じない場合の措置命令

・土砂等の採取が認可基準に適合しない場合の措置命令又は停止命令 など

認可取消 

・認可等を受けないで土砂等の採取を行った場合の措置命令又は停止命令に違反した場合

・偽りなどの不正の手段により認可等を受けた場合

・標識等の掲示等を行わなかった場合   など

立入検査 ・職員による事務所、事業場その他その業務を行う場所への立入り、関係書類その他の物件の検査等。

・関係者への質問

罰則
・懲役及び罰金

市町村の条例との調整 ・同等の効果を期待できる市町村条例については、本条例は適用しない。

資料７参照 
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環境基準について 

１ 概要

  愛知県土砂等の埋立て等及び採取の規制に関する条例（仮称）では、土壌の汚染を

防止するために満たすべきものとして規則で定める基準（環境基準）に適合しない土

砂等の埋立て等を禁止することを検討しています。  

環境基準については、土砂等の埋立て等に関して県民の生活環境の保全を図るうえ

で検討する必要があり、土壌汚染対策法に定める基準値を参考に定めることとします。

条例案

２ 基準の考え方

 環境基準

  土砂等に係る基準として、土壌汚染対策法に定める指定基準（土壌汚染対策法施行

規則第３１条第１項又は第２項に定める基準値。）とします。

  なお、生活環境の保全を目的とした県民の生活環境の保全等に関する条例では土壌

汚染に係る基準として土壌汚染等対策基準を定めており、土壌汚染対策法に定める指

定基準と同様の基準となっています。

また、特定有害物質による汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるこ

とを防止するために講ずべき措置に関する指針として、県民の生活環境の保全等に関

する条例に基づき愛知県土壌汚染等対策指針を定めています。

○何人も、環境基準に適合しない土砂等を使用して埋立て等を行ってはならないこ

ととします。

○環境基準に適合しない土砂等の埋立て等が行われたときは、当該埋立て等を行っ

た者に対し、埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当

該埋立て等による土壌の汚染を除去するために必要な措置を講じなければなら

ないこととします。

資料２
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環境基準

特定有害物質の種類 土壌溶出量基準(mg/L) 土壌含有量基準(mg/kg) 分類 

クロロエチレン 0.002 以下 － 第一種特定

有害物質 

（揮発性有

機化合物） 

四塩化炭素 0.002 以下 － 

1,2-ジクロロエタン 0.004 以下 － 

1,1-ジクロロエチレン 0.1 以下 － 

1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下 － 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下 － 

ジクロロメタン 0.02 以下 － 

テトラクロロエチレン 0.01 以下 － 

1,1,1-トリクロロエタン 1 以下 － 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下 － 

トリクロロエチレン 0.01 以下 － 

ベンゼン 0.01 以下 － 

カドミウム及びその化合物 0.003 以下 45 以下 第二種特定

有害物質 

（重金属等）

六価クロム化合物 0.05 以下 250 以下

シアン化合物 検出されないこと 50 以下

(遊離シアンとして) 

水銀及びその化合物 水銀が 0.0005 以下、か

つアルキル水銀が検出さ

れないこと

15 以下

セレン及びその化合物 0.01 以下 150 以下

鉛及びその化合物 0.01 以下 150 以下

砒素及びその化合物 0.01 以下 150 以下

ふっ素及びその化合物 0.8 以下 4,000 以下

ほう素及びその化合物 1 以下 4,000 以下

シマジン 0.003 以下 － 第三種特定

有害物質 

（農薬等） 

チウラム 0.006 以下 － 

チオベンカルブ 0.02 以下 － 

ＰＣＢ 検出されないこと － 

有機りん化合物 検出されないこと － 

備考 分析方法は、土壌汚染対策法施行規則（平成十四年環境省令第二十九号）第六条第三項

第四号及び同条第四項第二号に規定する環境大臣が定める方法とする。 

・土壌溶出量基準 

土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関する基準で、１リットル中

のミリグラム（mg/L）で表します。 

・土壌含有量基準 

土壌に含まれる特定有害物質の量に関する基準で、１キログラム中のミリグラム

（mg/kg）で表します。 
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適用除外の規定（案） 

許可を要しない土砂等の埋立て等と判断基準 

適用除外 土砂等の埋立て等を行おうとする者は、埋立て等区域ごとに許可を受けなければならないが、次に掲げる土砂等の埋立て等については許可を要しないものとする。 

趣旨 周辺環境に与える影響が小さいものや、すでに災害の防止及び生活環境の保全が図られているものなど、本条例の規制をかけることで過剰な規制と考えられる行為について適用除外とする。 

○環境基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止等 

判断基準 項目 内容 理由等 禁止されないもの 参考 

１ 周辺地域の生活環境

に与える影響が軽微

なもの 

許可を受けた施設の

除外 

土壌汚染対策法第 22 条第１項に規定する汚染

土壌処理施設において行う土砂等の埋立て等 

土壌汚染対策法に基づく許可に際し、生活環境の保全が担保さ

れていると考えられるため 

土壌汚染対策法第22条第１項、第 23条第１項

の規定による許可又は同法第 27 条の 5 の規定

による協議に係る汚染土壌処理施設において

行う土砂等の埋立て等 

土壌汚染対策法 

・第 22条第 1項の許可 

・第 23条第 1項の変更許可 

・第 27条の 5の協議 

届出等に関する除外 県民の生活環境の保全等に関する条例第 40 条

第１項の届出等における土砂等の埋立て等 

県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく届出等に際し、

生活環境の保全が担保されていると考えられるため 

県民の生活環境の保全等に関する条例第 40 条

第１項の届出もしくは同条第5項の要求又は第

41 条第 1項の命令における土砂等の埋立て等 

県民の生活環境の保全等に関する条例 

・第 40条第 1項の汚染の拡散防止のための措置 

・第 40条第 5項の要求 

・第 41条第 1項の措置命令 

許可を受けた施設、

届出をした施設にお

ける該当行為の除外 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 8 条第 1

項等により許可(届出)を受けた一般廃棄物の

最終処分場又は同法第 15 条第 1 項等の規定に

より許可を受けた産業廃棄物の最終処分場（遮

断型・管理型）において行う土砂等（第二溶出

量基準に適合するもの）の埋立て 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可(届出)に際

し、生活環境の保全等が担保されていると考えられる。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 8 条第 1

項、第 9条第 1項の規定による許可若しくは同

法第 9条の 3第 1項、第 9条の 3第 8項の規定

による届出に係る一般廃棄物の最終処分場又

は同法第 15条第 1項、第 15条の 2の 6第 1項

の規定による許可に係る産業廃棄物の最終処

分場（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 7 条第十四号イ及びハに掲げるものに限

る。）において廃棄物に代えて行う土砂等（土壌

汚染対策法施行規則第 9条第1項第 2号に規定

する第二溶出量基準に適合するものに限る。）

の埋立て 

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第

3 項、第 9 条の 3 第 11 項又は第 15 条の 2 の 6

第 3項の届出により変更された場合を含む。） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・第 8条第 1項の許可(市町村以外の一般廃棄物処理施設) 

・第 9条第 1項の変更許可(市町村以外の一般廃棄物処理施設) 

・第 9条の 3第 1項の届出(市町村の一般廃棄物処理施設) 

・第 9条の 3第 8項の変更届出(市町村の一般廃棄物処理施設) 

・第 15条第 1項の許可(産業廃棄物処理施設) 

・第 15条の 2の 6第 1項の変更許可(産業廃棄物処理施設) 

・第 9条第 3項の軽微変更届(市町村以外の一般廃棄物処理施設) 

・第 9条の 3第 11 項（第 9 条第 3 項を準用）の軽微変更届(市町村の一

般廃棄物処理施設) 

・第 15条の 2の 6第 3項（第 9条第 3項を準用）の軽微変更届出（産業

廃棄物処理施設） 

○適用除外 

判断基準 項目 内容 理由等 許可を要しないもの 参考 

１ 被害や影響の程度 規模による除外 埋立て等区域の面積が 3000 ㎡未満である土砂

等の埋立て等（当該埋立て等区域を含む一団の

土地の区域でその面積が 3000 ㎡以上のものに

おいて土砂等の埋立て等を行うこととなるも

のを除く。） 

大規模な土砂等の埋立て等を規制するとともに、たい積を目的

としない行為や経済活動等の支障にならない規模とする。 

参考：対象要件 

面積 3000 ㎡以上、かつ高さ 1ｍを超える土砂等の埋立て等 

3000㎡未満 条例制定 26 府県のうち埋立て等が条例の主目的である 23 府県（東京、

石川、香川除く） 

5000 ㎡(茨木県)3000 ㎡(三重県､岐阜県始め 18府県)、2000 ㎡(神奈川県､

広島県)、1000 ㎡(静岡県、兵庫県) 

高さ１ｍ以下 宅地造成等規制法：1ｍを超える盛土に適用 

一団の土地の区域 主体の同一性、物理的一体性、計画的一貫性、既行為地の施工

状況及び施工時期の近接性などにより総合的に規模を判断す

る。 

複数の規模未満の行為で、一体性があると認め

られないもの 

①主体の同一性（同一の個人・法人） 

②物理的一体性（距離が近接しているものなど） 

③計画的一貫性（利用目的の計画に係る面積） 

④既行為地の施工状況及び施工時期の近接性（施工時期の一部又は全部

が重複しているものなど）等により別と判断できる行為 

２ 土砂等の移入の有無 事業区域内の埋立て

等の除外 

土地の造成その他の事業の区域において行う

土砂等の埋立て等であって当該事業の区域に

おいて採取された土砂のみを用いて行うもの 

新たな環境負荷が発生せず、正確な処理が可能 事業区域内の土砂等のみを用いて行う埋立て

等 

３ 適正な執行の確保 埋立て等行為者によ

る除外 

国、地方公共団体等が行う土砂等の埋立て等 国、地方公共団体が行うものは、責任の所在が明確 ・国 

・地方公共団体 

目的や行為が土地の形質の変更や構造物の建設などが主な目的

となっており、国、地方公共団体以外の団体等の行為は、技術

基準に基づき行われるため、一定の土砂等の崩落や流出防止対

策が図られている。 

また、環境の保全についても責任の所在が明確であり、適正な

維持管理が行われることが担保されている。 

・高速道路株式会社（中日本高速道路株式会社） 

・日本下水道事業団 

・独立行政法人（水資源機構、都市再生機構） 

・国立大学法人及び大学共同利用機関法人 

・地方住宅供給公社 

・地方道路公社 

・土地開発公社 

・地方独立行政法人及び公立大学法人 

・土地改良区及び土地改良区連合 

・その他（知事が認めたもの） 
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判断基準 項目 内容 理由等 許可を要しないもの 参考 

４ 生活環境の保全、災

害防止対策の確保 

業として許認可を受

けた者の除外 

採石法第 33 条、33 条の 5第 1項及び砂利採取

法第 16条、第 20条第 1項の規定により認可を

受けた者が行う土砂等の埋立て等 

採石法第 33条、33 条の 5第 1項及び砂利採取法第 16条、第 20

条第 1項の規定により認可に際し、採石場等での堆積行為等に

ついては災害の防止や公共の福祉に反していないこと等が担保

されていると考えられる。 

採石法第 33 条、33 条の 5第 1項及び砂利採取

法第 16 条、第 20条第 1項の認可 

採石法における審査基準 

岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項 

・岩石の洗浄等による汚濁水の処理 

・廃土又は廃石の堆積処理 など 

砂利採取法における審査基準 

砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項 

・除去した土等の処理方法 

・洗浄工程での汚濁水の処理方法 

・排出水の排出基準を遵守するための方法及びヘドロの処理方法等 

・埋め戻しその他の処理の方法 

土壌汚染対策法第 22 条第 1 項に規定する汚染

土壌処理施設において行う土砂等の埋立て等 

土壌汚染対策法に基づく許可に際し、災害の防止や生活環境の

保全等が担保されていると考えられる。 

土壌汚染対策法第22条第 1項、第 23条第 1項

の規定による許可又は同法 27 条の 5 の規定に

よる協議に係る汚染土壌処理施設において行

う土砂等の埋立て等の許可 

処理業法令第４条 

・自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安

全であること。 

・浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設

にあっては、汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特

定有害物質を含む液体の地下への浸透を防止するために必要な構造のも

のであり、又は必要な設備が設けられていること。 

などの規定により、災害の防止や生活環境の保全が図られている。 

５ 許可権者による指導

監督、または適正な

維持管理の確保 

他法令の許可を受け

た者、規則で定める

埋立て等の除外 

法令又は条例の規定による許可、認可その他の

処分による土砂等の埋立て等であって別で定

める者 

区域や施設をその権限に基づき管理するもの（以下「管理者」

という。）が管理する区域や施設において他のものが行う土砂等

の埋立て等の行為を許可し、許可に基づく行為をその管理者が

適切に監督することが見込まれる 

都市公園法第 5条第 1項、第 6条第 1項の許可

(ともに第33条第 4項で準用する場合を含む。) 

港湾法第 37条第 1項の許可（第 2項除く） 

河川法第 20条の承認又は第 24条、第 26 条第 1

項、第 27 条第 1項、第 55条第 1項若しくは第

57 条第 1項、第 58 条の 4、第 58条の 6の許可 

海岸法第 8 条第 1 項若しくは第 37 条の 5 の許

可、第13条第 1項の承認 

漁港漁場整備法第39条第 1項の許可 

道路法第 24条の承認、32 条第 1項若しくは 91

条の許可（道路区域外の土砂等の埋立て等は除

く。） 

愛知県港湾管理条例第 10条第１項の許可 

愛知県漁港管理条例第 12条第 1項の許可 

都市の秩序ある整備を目的に公共施設等の整備や宅地の安全性

等について一定の水準が確保されており、許可権者や関係市町

村の指導監督により適正な土砂等の埋立て等が担保される。 

都市計画法第 29 条第１項又は 2 項の許可、第

34 条の 2に基づく許可の特例 

宅地造成等規制法第 8条の許可  

土地区画整理法第76条第 1項の許可  

農業用ため池の管理及び保全に関する法律に基づく許可に際

し、災害防止が担保されていると考えられる。 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律第 8

条第 1項の許可及び第 9条第 1項の届出 

その他法令等で許可を受けたものであって上記理由等に類する

もの 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 8 条第 1

項、第 9条第 1項の規定による許可に係る一般

廃棄物の最終処分場又は同法第 15 条第 1 項、

第 15 条の 2 の 6 第 1 項の規定による許可に係

る産業廃棄物の最終処分場において、当該許可

に基づいて行う土砂等の埋立て 

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第

3 項又は第 15 条の 2 の 6 第 3 項の届出により

変更された場合を含む。） 
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判断基準 項目 内容 理由等 許可を要しないもの 参考 

６ その他 災害発生のおそれの

少ないものとして定

めるものの除外 

前項目に掲げるもののほか、別で定める土砂等

の埋立て等 

原材料の補完が目的であり、適正な管理が期待できる。 製品製造のための原材料としての土砂等の埋

立て等（コンクリート、ガラスなど） 

愛知県生コンクリート工業組合 76社 81工場 

【判断基準】 

同一敷地内で生コンプラントが設置されており、堆積された材料が製造

のためであると特定できる状態である 

すでに設置されている施設の本来の機能を維持するための軽易

な行為であるため、改修工事として行う埋立て等は含まれない。

また、農地のかさ上げ行為は管理行為にあたらない。 

運動場、駐車場等  

公の施設の管理する者がその権原に基づき、適正な土砂等の埋

立て等を行わせることが期待できるため。 

地方自治法第 244条の 2第 3項に規定する指定

管理者が同項の公の施設の管理として行う土

砂等の埋立て等 

【地方自治法】 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令

に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関

する事項は、条例でこれを定めなければならない。 

２ （略） 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するた

め必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の

団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第二

百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管

理を行わせることができる。 

土壌汚染対策法所管部局の指導により、適正な土砂等の埋めた

て等を行わせることが期待できるため 

土壌汚染対策法第 6 条第 1 項、第 11 条第 1 項

の規定により指定された土地の区域内で行う

汚染の除去、汚染の拡散の防止その他の措置と

して行う土砂等の埋立て等 

土壌汚染対策法に規定する要措置区域、形質変更時要届出区域での汚染

の除去や拡散の措置等 

・県民の生活環境の保全等に関する条例第 40

条第1項から第3項の規定により行う応急の措

置及び同条例第 40 条第 4 項若しくは第 5 項の

規定により行う汚染の拡散を防止するために

必要な措置として行う土砂等の埋立て等 

・県民の生活環境の保全等に関する条例第 41

条の規定による措置命令に対する汚染の除去

等の措置として行う土砂等の埋立て等 

県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく応急措置及び汚染の拡散

防止措置 

公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立てについては、埋立て

終了後、竣工の手続を経てはじめて土地となることから、本条

例の土地に該当しない。 

公有水面埋立法第2条第 1項  公有水面埋立法の免許に係る事業における土砂等の埋立て等 

公共的施設の整備を目的とするものであり、整備計画の許認可

権者の指導監督により適正な埋立てが担保される。 

鉄道事業法第 3条の許可を受けた者（ただし、

鉄道路線、停車場その他鉄道整備に限る。） 

県と租鉱権設定契約した租鉱権者が土砂等の埋立て等を行う場

合は、その契約において鉱業法その他関係法令の遵守を義務づ

けられていることから。 

愛知県と租鉱権設定契約した者が、当該租鉱権

設定区域内において鉱業法第 63 条第 1 項の届

出又は第 2項の認可による土砂等の埋立て等 

その他 その他知事が認めるもの  

形状及び構造上の基準の適用除外

 判断基準 項目 内容 理由等 許可を要しないもの 参考 

１ 法令の趣旨による災

害防止対策の確保 

法令が災害防止の観

点から規制を行って

いるもの 

土砂等の埋立て等の許可の申請が法令又は条

例の規定による許可、認可その他の処分を要す

る行為に係るものであって、当該行為につい

て、当該法令又は条例により土砂等の崩落など

災害を防止するために必要な措置が図られて

いるものとして、構造基準の規定は適用しな

い。 

災害防止の観点から規制を行っており、形状及び構造について

重ねて審査する必要がないと考えられる。 

地すべり等防止法第 18条第 1項の許可 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法 

律第 7条第 1項の許可 

砂防指定地内における行為の規制に関する条 

例第 4条第 1項の許可 
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適用除外の規定（案） 

認可を要しない土砂等の採取と判断基準 

適用除外 土砂等の採取を行おうとする者は、採取区域ごとに認可を受けなければならないが、次に掲げる土砂等の採取については認可を要しないものとする。 

趣旨 周辺環境に与える影響が小さいものや、すでに災害の防止及び生活環境の保全が図られているものなど、本条例の規制をかけることで過剰な規制と考えられる行為について適用除外とする。 

判断基準 項目 内容 理由等 許可を要しないもの 参考 

１ 被害や影響の程度 規模による除外 採取区域の面積が 1000 ㎡未満又は採取量

が 2000  未満である土砂等の採取（当該採

取区域を含む一団の土地の区域の面積が

1000 ㎡以上のもの又は採取量が 2000  以

上のものにおいて土砂等の採取を行うこと

となるものを除く。） 

大規模な土砂等の採取を規制するとともに、経済活動等の支障にな

らない規模とする。 

面積 1000 ㎡未満又は採取量 2000  未満 砂防指定地内における行為の規制等に関する規則： 

・掘削：深さ２ｍ以内かつ面積 1000 ㎡以下 

・切土：面積 1000 ㎡以下、のりの高さ 2ｍ以下 

条例制定 10県 

面積 1000 ㎡(神奈川県、三重県始め 5県)、採取量 2000  （神奈川県、奈

良県始め 4県） 

掘削深さ２ｍ以下、切土高２ｍ以下 宅地造成等規制法：２ｍを超える切土に適用 

砂防指定地内における行為の規制等に関する規則： 

・掘削：深さ２ｍ以内かつ面積 1000 ㎡以下 

・切土：面積 1000 ㎡以下、のりの高さ 2ｍ以下 

一団の土地の区域 主体の同一性、物理的一体性、計画的一貫性、既行為地の施工状況

及び施工時期の近接性などにより総合的に規模を判断する。 

複数の規模未満の行為で、一体性があると認め

られないもの 

①主体の同一性（同一の個人・法人） 

②物理的一体性（距離が近接しているものなど） 

③計画的一貫性（利用目的の計画に係る面積） 

④既行為地の施工状況及び施工時期の近接性（施工時期の一部又は全部

が重複しているものなど）等により別と判断できる行為 

２ 適正な執行の確保 採取行為者による除

外 

国、地方公共団体等が行う土砂等の採取 国、地方公共団体が行うものは、責任の所在が明確 ・国 

・地方公共団体 

目的や行為が土地の形質の変更や構造物の建設などが主な目的と

なっており、国、地方公共団体以外の団体等の行為は、技術基準に

基づき行われるため、一定の土砂等の崩落や流出防止対策が図られ

ている。 

・高速道路株式会社（中日本高速道路株式会社） 

・日本下水道事業団 

・独立行政法人（水資源機構、都市再生機構） 

・国立大学法人及び大学共同利用機関法人 

・地方住宅供給公社 

・地方道路公社 

・土地開発公社 

・地方独立行政法人及び公立大学法人 

・土地改良区及び土地改良区連合 

・その他（知事が認めたもの） 

３ 生活環境の保全、災

害防止対策の確保 

業として許認可を受

けた者の除外 

採石法第 33 条、第 33 条の 5第 1項及び砂

利採取法第 16 条、第 20 条第 1項の規定に

より認可を受けた者が、当該認可に基づい

て行う土砂等の採取 

採石法第 33条、第 33 条の 5第 1項及び砂利採取法第 16条、第 20

条第 1項の認可に際し、採石場等から採取される土砂等や採取行為

等については災害の防止や公共の福祉に反していないこと等が担

保されていると考えられる。 

採石法第 33条、第 33条の 5第 1項及び砂利採

取法第16条、第 20 条第 1項の認可 

採石法における審査基準 

岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項 

・岩石の洗浄等による汚濁水の処理 

・岩石の採掘処理 

・採取する岩石の用途（製品の内訳及び主な仕分け先の記載） など 

砂利採取法における審査基準 

砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項 

・採掘時の土砂崩れ防止、廃土石の処理方法 

・洗浄工程での汚濁水の処理方法 

・排出水の排出基準を遵守するための方法及びヘドロの処理方法等 

・採掘跡地の埋め戻しその他の処理の方法 など 

土壌汚染対策法第 22 条第１項に規定する

汚染土壌処理施設において行う土砂等の採

取 

土壌汚染対策法に基づく許可に対し、災害の防止や生活環境の保全

等が担保されるため。 

・土壌汚染対策法第 22 条第 1項、第 23 条第 1

項の規定による許可又は同法第 27 条の 5 の規

定による協議に係る汚染土壌処理施設におい

て行う土砂等の採取 

土壌汚染対策法 

・第 22条第 1項に基づく許可 

・第 23条第 1項に基づく変更許可 

・第 27条の５に基づく協議 

資料４
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判断基準 項目 内容 理由等 許可を要しないもの 参考 

４ 許認可権者による指

導監督、または適正

な維持管理の確保 

他法令の許認可を受

けた者、規則で定め

る採取の除外 

法令又は条例の規定による許可、認可その

他の処分による土砂等の採取であって別で

定める者 

区域や施設をその権限に基づき管理するもの（以下「管理者」とい

う。）が管理する区域や施設において他のものが行う土砂等の採取

の行為を許可し、許可に基づく行為をその管理者が適切に監督する

ことが見込まれる。 

港湾法第 37条第 1項の許可（第 2項除く） 

河川法第 25条の許可 

海岸法第 8 条第 1 項若しくは第 37 条の 5 の許

可、第13条第 1項の承認 

漁港漁場整備法第39条第 1項の許可 

道路法第 24条の承認、32 条第 1項若しくは 91

条の許可（道路区域外の土砂等の採取は除く。） 

地すべり等防止法第 18条第 1項の許可 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法 

律第 7条第 1項の許可 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律第10条若しくは17条の

許可 

砂防指定地内における行為の規制に関する条 

例第 4条第 1項の許可 

愛知県港湾管理条例第 10条第１項の許可 

愛知県漁港管理条例第 12条第 1項の許可 

都市の秩序ある整備を目的に公共施設等の整備や宅地の安全性等

について一定の水準が確保されており、許可権者や関係市町村の指

導監督により適正な土砂等の採取が担保される。 

都市計画法第 29 条第１項又は 2 項の許可、第

34 条の 2に基づく許可の特例 

宅地造成等規制法第 8条の許可 

土地区画整理法第76条第 1項の許可 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律に基づく許可に際し、災

害防止が担保されていると考えられる。 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律第 8

条第 1項の許可及び第 9条第 1項の届出 

その他法令等で許可を受けた者であって上記理由等に類するもの。 その他  
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判断基準 項目 内容 理由等 許可を要しないもの 参考 

５ その他 災害発生のおそれの

少ないものとして定

めるものの除外 

前項目に掲げるもののほか、別で定める土

砂等の採取 

公の施設の管理する者がその権原に基づき、適正な土砂等の採取を

行わせることが期待できるため。 

地方自治法第 244条の 2第 3項に規定する指定

管理者が同項の公の施設の管理として行う土

砂等の採取 

【地方自治法】 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令

に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関

する事項は、条例でこれを定めなければならない。 

２ （略） 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するた

め必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の

団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第二

百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管

理を行わせることができる。 

土壌汚染対策法所管部局の指導により、災害の発生のおそれは低

く、適正な土砂等の採取を行われることが期待できるため。 

土壌汚染対策法第 6 条第 1 項、第 11 条第 1 項

の規定により指定された土地の区域内で行う

土砂等の採取 

土壌汚染対策法に規定する要措置区域、形質変更時要届出区域での汚染

の除去や拡散の措置等 

・県民の生活環境の保全等に関する条例第 40

条第１項から第３項の規定により行う応急の

措置及び同条例第 40 条第 4 項若しくは第 5 項

の規定により行う汚染の拡散を防止するため

に必要な措置として行う土砂等の採取 

・県民の生活環境の保全等に関する条例第 41

条の規定による措置命令に対する汚染の除去

等の措置として行う土砂等の採取 

県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく応急措置及び汚染の拡散

防止措置 

公共的施設の整備を目的とするものであり、整備計画の許認可権者

の指導監督により適正な採取が担保される。 

鉄道事業法第 3条の許可を受けた者（ただし、

鉄道路線、停車場その他鉄道整備に限る。） 

県と租鉱権設定契約した租鉱権者が土砂等の採取を行う場合は、そ

の契約において鉱業法その他関係法令の遵守を義務づけられてい

るため。 

愛知県と租鉱権設定契約した者が、当該租鉱権

設定区域内において鉱業法第 63 条第 1 項の届

出又は第 2項の認可により行う土砂等の採取 

農業の用に供する施設等を設置するために行う土砂等の採取等で

あり、災害の発生の恐れが少ないと認められるため。 

農業を営む者で組織する団体等が、国又は地方

公共団体の補助金の交付を受けて、農業の用に

供する施設を設置することに伴う土砂等の採

取 

農業用用排水施設や農道等の農業の用に供する施設の補修、更新等

のための行為として行う土砂等の採取等であり、災害発生のおそれ

が少ないと認められるため。 

農業農村多面的機能支払事業費の交付を受け

て、農業の用に供する施設の補修、更新等を行

うことに伴う土砂等の採取 

林業活動に伴う林道や作業道、土場等の林業の用に供する施設の設

置のための行為として行う土砂等の採取等であり、災害の発生のお

それが少ないと認められるため。 

・森林法第 5条に規定する地域森林計画におい

て定める林道の開設又は改良に伴う土砂等の

採取 

・林業を営む者で組織する団体が、国又は地方

公共団体の補助金の交付を受けて、森林の施

業・管理の用に供する施設を設置することに伴

う土砂等の採取 

漁業の用に供する施設の設置、補修及び更新等のための行為として

行う土砂の採取等であり、災害発生のおそれが少ないと認められる

ため。 

・漁業を営む者で組織する団体が、国又は地方

公共団体の補助金の交付を受けて、漁業の用に

供する施設を設置することに伴う土砂等の採

取 

その他 その他知事が認めるもの  
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構造基準（案） 

○一時堆積以外の土砂等の埋立て等技術基準 

号 区分 項目 課題と対策 技術基準（案） 

１ 埋立て等の構造 埋立て等の

構造 

高さ及び勾

配 

無秩序に盛られた不安定な土砂等の崩落による区域外への被害や、法面部のはだ落ちや浸食に

よる土砂流出を防止するため、土砂等の性状（土質区分）に応じた安定な法面勾配を設定する

とともに、盛土の高さに応じて安定性の照査を実施する。 

  土砂等の埋立て等の高さ 法面の勾配 

① 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利

用に関する判断の基準となるべき事項を定め

る省令（平成三年建設省令第十九号）別表第一

に規定する第一種建設発生土、第二建設発生

土及び第三種建設発生土に該当するもの 

安定計算を

行った場合 

安全が確保

される高さ 

安全が確保される勾配 

その他 15ｍ以下 垂直１ｍに対する水平

距離が２.０ｍ（※） 

② その他のもの 安定計算を行い、安全が確保

される高さ 

安定計算を行い、安全が

確保される勾配 

２ 小段の設置 施工中及び施工後の雨水による法面の浸食による土砂流出を防止するため、一定の法面高ごと

に小段を設けるとともに排水溝を設置するなど法面の保護に配慮する構造とする。 

土砂等の埋立て等によって生じる法面の高さが５メートル以上である場合にあっては、当該法面の高さが５

メートルごとに幅が１メートル以上の小段が設置されること。 

３ 傾斜地盤対策 傾斜地の現地盤と盛土境界で発生する地すべりによる区域外への土砂等の崩壊の被害や、境界

部の転圧不足による表面水、地下水の集中で生じる盛土の崩落を防止するため、必要に応じて

段切りを設けるなどの措置を行い境界部で発生する滑動を防止する。 

著しく傾斜している土地において土砂等の埋立て等を行う場合においては、土砂等の埋立て等を行う前の地

盤と土砂等の埋立て等に使用された土砂等とが接する面が滑り面とならないように段切り等の措置が講じら

れること。 

４ 締固め措置 盛土内へ雨水等の浸透による緩み、沈下、崩壊、滑りによる区域外への土砂崩落の被害や、締

固め不足による表面水、地下水の集中で生じる盛土の崩壊を防止するため、一定の厚さの層に

分けて土を盛り、建設機械等を用いて締固めを行うとともに、必要に応じてその他の措置を実

施する。 

土砂等の埋立て等の完了後の地盤に緩み、沈下又は崩壊が生じないように一層の仕上がり厚は３０センチメ

ートル以下とし、その層ごとに締固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の措置が講じられること。

５ 擁壁工 地下水面の上昇により法面の法尻部は特に崩壊が起こりやすく、法尻崩壊及びこれに伴う盛土

全体の崩落による区域外への被害を防止するため、法尻に土留工事等の必要な措置を講じる。

擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令第６条から第１０条までの規定に適合する

こと。 

６ 法面の保護 法面保護工 法面風化による飛散、法面浸食による土砂流出や、二次的な法面崩壊による区域外への被害を

防止するため、芝張りなどの法面の保護する対策を講じる。 

土砂等の埋立て等によって生じる法面は、石張り、芝張りその他の措置を講ずることにより、風化その他の侵

食に対して保護されること。 

７ 飛散防止措置 飛砂による区域外への被害や区域外への落石、土砂等の流出を防止するため、法面以外の部分

において芝張りや植林等の飛散防止のための措置を講じる。 

埋立て等区域（土砂等の埋立て等によって生じる法面を除く。）は、利用目的が明確である部分を除き、芝張

り、植林その他の土砂等の飛散防止のための措置（土砂等の埋立て等が施工されている間における土砂等の飛

散防止のための措置を含む。）が講じられること。 

８ 基礎地盤の措置 軟弱地盤対策 軟弱地盤に起因するすべりや沈下等が、盛土の変状、崩壊につながり区域外への土砂崩落の被

害や、盛土地盤の沈下による、周辺地盤の変形を防止するため、地盤調査等を行ったうえで安

全性を検討し必要な対策を講じる。 

埋立て等区域及び施設設置区域の地盤について、滑りやすい土質の層又は軟弱な地盤がある場合には、地盤に

滑り、沈下又は隆起が生じないように、杭打ち、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられること。 

９ 排水施設の設置 湧水・浸透水の排除 浸透してくる地下水等により盛土内の水位上昇で生じる盛土の崩壊による区域外への被害を

防止するため、湧水がある場合や渓流等から盛土部へ雨水等が集中しやすい地形において、湧

水又は浸透水を適切に処理する暗渠排水施設の設置等、必要な対策を講じる。 

埋立て等区域の地盤の高さが周辺より低い土地、斜面の下方に位置する土地及び谷又は沢状の土地など地表

水が集中しやすい地形の土地において土砂等の埋立て等を行う場合は、湧水又は浸透水を有効かつ速やかに

排除できるよう、地下排水工等の排水施設の設置その他の必要な措置が講じられること。 

10 地表水の排除 盛土内への雨水の浸透で生じる盛土の崩落による区域外への被害を防止するため、適切な場所

に必要な排水施設を配置する。降雨により排水路から溢水、跳水、越流し盛土の崩壊による区

域外への被害を防止するため、必要な流下断面等の能力を確保した排水路を設置する。 

雨水その他地表水を排除することができるように、必要な排水施設（土砂等の埋立て等が施工されている間に

おける排水施設を含む。）が設置されること、及び排水施設の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他

の地表水を支障なく流下させることができるものであること。 

11 その他の措置 沈砂池等の設置 区域外への土砂等の流出又は区域外の水路等の濁りを防止するため、沈砂池等の必要な施設を

設置する。 

埋立て等区域外に土砂等が流出しないように、沈砂池（土砂等の埋立て等が施工されている間における沈砂池

を含む。）の設置その他の土砂等の流出を防止するための必要な措置が講じられること。 

12 調整池等の設置 下流水路の氾濫による下流域の浸水被害の防止のために、必要に応じて雨水等を安全に流下さ

せる調整機能を有する施設を配置する。 

下水道、排水路、河川その他の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は、一時雨水を貯留する調整池（土

砂等の埋立て等が施工されている間における調整池を含む。）その他の施設が設置されること。 

13 工事の施行・管理 施工中における土砂の崩落や下流水路の氾濫、飛砂による周辺への被害を防止するために必要

な措置を講じるとともに、施工の順序を検討することとする。 

土砂等の埋立て等に係る工事の順序が、埋立て等区域外への土砂等の崩壊、飛散、流出その他の災害が発生し

ないよう、沈砂池、調整池、擁壁等の防災工事が土砂等の埋立て等に先行して実施されるものとなっているこ

ととし、工事は下流に対する安全を確認できた上で実施すること。 

14 その他 その他必要な事項を定める。  

※解説等で「土質、土工の種類、盛土の高さ等の諸元が明らかである場合には、「道路土工－のり面工・斜面安定工指針」を参考に法面勾配を決定することができるものとする。」と記載。 

資料５
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構造基準（案） 

○一時堆積の土砂等の埋立て等技術基準 

号 区分 項目 課題と対策 技術基準（案） 

１ 埋立て等の構造 埋立て等の

構造 

高さ及び勾

配 

無秩序に盛られた不安定な土砂等の崩落による区域外への被害や、法面部のはだ落ちや浸食に

よる土砂流出を防止するため、土砂等の性状（土質区分）に応じた安定な法面勾配を設定する

とともに、盛土の高さに応じて安定性の照査を実施する。 

① 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利

用に関する判断の基準となるべき事項を定め

る省令（平成三年建設省令第十九号）別表第一

に規定する第一種建設発生土、第二建設発生

土及び第三種建設発生土に該当するもの 

・土砂等の埋立て等の高さが５メートル以下の高さであ

ること。 

・土砂等の埋立て等によって生じる法面の勾配は、垂直

１メートルに対する水平距離が２メートル以上である

こと。（※） 

② その他のもの 

２ 傾斜地盤対策 傾斜地の現地盤と盛土境界で発生する地すべりによる区域外への土砂等の崩壊流出被害を防

止する。 

埋立て等区域の土地の勾配は、垂直１メートルに対する水平距離が１０メートル以上であること。ただし、埋

立て等区域外への土砂等の崩壊、飛散、流出その他の災害が発生するおそれがないものとして知事が認める場

合は、この限りでない。 

３ 基礎地盤の措置 軟弱地盤対策 軟弱地盤に起因するすべりや沈下等が、盛土の変状、崩壊につながり区域外への土砂崩落の被

害や、盛土地盤の沈下による、周辺地盤の変形を防止するため、地盤調査等を行ったうえで安

全性を検討し必要な対策を講じる。 

一時堆積場以外の基準の第８号の規定に適合すること。 

４ 排水施設の設置 地表水の排除 盛土内への雨水の浸透で生じる盛土の崩落による区域外への被害を防止するため、適切な場所

に必要な排水施設を配置する。降雨により排水路から溢水、跳水、越流し盛土の崩壊による区

域外への被害を防止するため、必要な流下断面等の能力を確保した排水路を設置する。 

一時堆積場以外の基準の第１０号の規定に適合すること。 

５ その他の措置 沈砂池等の設置 区域外への土砂等の流出又は区域外の水路等の濁りを防止するため、沈砂池等の必要な施設を

設置する。 

一時堆積場以外の基準の第１１号の規定に適合すること。 

６ 調整池等の設置 下流水路の氾濫による下流域の浸水被害の防止のために、必要に応じて雨水等を安全に流下さ

せる調整機能を有する施設を配置する。 

一時堆積場以外の基準の第１２号の規定に適合すること。 

７ 工事の施行・管理 施工中における土砂の崩落や下流水路の氾濫、飛砂による周辺への被害を防止するために必要

な措置を講じるとともに、施工の順序を検討することとする。 

一時堆積場以外の基準の第１３号の規定に適合すること。（擁壁防災工事除く。） 

８ その他 その他必要な事項を定める。 隣接地との保安距離は最大盛土高以上の距離を埋立て等区域の境界に沿って内側に設けること。 

土砂等の流出を防止するため、埋立て等区域と隣接境界（隣接地盤が等高又は低い場合）等、必要な個所に土

留め柵等を設置すること。  

※解説等で「土質、土工の種類、盛土の高さ等の諸元が明らかである場合には、「道路土工－のり面工・斜面安定工指針」を参考に法面勾配を決定することができるものとする。」と記載。

○一時堆積以外及び一時堆積における生活環境の保全 

号 区分 項目 課題と対策 生活環境の保全対策（案） 

１ 生活環境の保全 騒音・振動対策 周辺住民の生活環境の保全を守るために必要な措置を実施する。 騒音、振動等の防止に配慮し、土砂等の埋立て等の時間が、午前八時から午後七時までの間であること。 

２ 土砂等の飛散防止対策 周辺住民の健康を保護するために必要な措置を実施する。 散水、防塵剤散布及び運搬車両の洗い場の設置等の土砂等の飛散を防止するために必要な措置がとられること。 
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採取基準（案） 

土砂等の採取技術基準 

号 区分 項目 課題と対策 技術基準（案） 

１ 採掘工法 工法 無秩序な方法により土砂等の崩落による区域外への被害を防止す

るため、採掘方法を定める。 

土砂等の採取を行う場合、階段採掘法（ベンチカット法）によるものとする。 

２ 土質、切高、勾配 土質及び切高に応じた方法で採掘することにより、土砂等の崩壊を

防ぐものとする。 

土地の掘削に伴う採掘は、切下り方式とし、土質及び切土高に応じて別表１（※）に掲げる切土の標準勾配値以下とすること。なお、本

基準は工事施工中においても準用する。 

３ 小段の設置 雨水による法面の浸食による土砂流出を防止するため、一定の法面

高ごとに小段を設置する構造とする。 

土砂等の採取における切土ののり高に応じ、高さ５メートル毎に幅１メートル以上の小段を設けることとする。 

４ 隣接地との保安距離 災害発生による危険を防止するため、隣接地との境界から掘削をす

る場所までに必要な距離を確保する。 

土砂等の採取場に隣接する土地の境界との保安距離は５メートル以上確保することとする。ただし、隣接地に建築物又は公共施設が存す

る場合は、建築物又は公共施設の敷地が、高さ２ｍを超えるがけ（勾配が 30度を超える傾斜地をいう。）に接し、又は近接する場合は、

がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの２倍以上の水平距離を保た

なければならない。 

５ 災害防止対策 崩落の防止 区域外への崩落防止措置を実施する。 土砂等の採取場内においては、土、転石及び立木が、隣接地に崩落するおそれのある場合は、崩落防止のための措置をとるものとする。 

６ 排水の対策 湧水による法面崩壊や雨水の流出による区域外への被害を防止す

るため、適切な場所に必要な排水施設を配置する。 

土砂等の採取場からの排出水に伴う災害を防止するため、次の各号の措置をとるものとする。 

一 湧水によって、のり面が洗掘され、又は崩壊する恐れがあるときは、水抜きのための水平排水孔等を設置して湧水の排除措置を講ず

ること。 

二 土砂等の採取を行う区域からの雨水を排出するに当たり、放流先の排水施設については、総流量の流下に支障のないよう土砂等の採

取を行う区域及びその周辺の状況を考慮の上、調整池を設置するなど必要な措置を講ずること。 

三 排水路は、原則として開渠とすること。 

７ 土砂流出の対策 区域外への土砂等の流出又は区域外の水路等の濁りを防止するた

め、沈砂池等の必要な施設を設置する。 

一 沈砂池の容量は 100立方メートル／ヘクタールを標準として算定するものとする。 

二 沈砂池の構造は掘り込み式を原則とする。やむを得ず築堤方式にする場合は、コンクリートえん堤または土えん堤構造とすること。 

三 沈砂池の最大機能が保持できるよう維持管理するものとする。 

８ その他の措置 跡地の整備 採取事業の完了又は廃止後の処理を定めるとともに、法面崩壊を防

止するために必要な措置を実施する。 

土砂等の採取を完了又は廃止する場合について、次の各号の措置をとるものとする。  

一 陸掘り（土砂等の採取区域に隣接する土地のうち最も低い地点よりも掘り下げることをいう。）については、採取後は埋戻しを原則

とし、最大採掘深は 10メートルとする。 

二 採取跡ののり面については、土質に応じ、別表１に定める勾配の下限値以下とする。  

三 土砂等の採取後ののり面には、順次、保護工を施工することとし、可能な限り緑化するものとする。なお、工法の選定については、

土質、のり面勾配、周辺の状況、掘削前の状態を考慮し、決定するものとする。 

四 落石及び人が転落するおそれがある箇所については、立入禁止柵を設置するものとする。 

※道路土工「切土工・斜面安定工指針」による別表１の標準値を参考に法面勾配を決定できるものとする。

                                           土質構成等により単一勾配としない時の切土高及び考え方は上図のようにする。

○生活環境の保全 

号 区分 項目 課題と対策 生活環境の保全への基準（案） 

１ 生活環境の保全

対策 

騒音・振動対策 周辺住民の生活環境の保全を守るために必要な措置を実施する。 騒音、振動等の防止に配慮し、土砂等の採取時間が、午前八時から午後七時までの間であること。 

２ 土砂等の飛散防止対策 周辺住民の健康を保護するために必要な措置を実施する。 散水、防塵剤散布及び運搬車両の洗い場の設置等の土砂等の飛散を防止するために必要な措置がとられること。 
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愛知県土砂等の埋立て等及び採取の規制に関する条例（仮称）における罰則（案）と他府県の規定一覧表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

罰則 違反事項 対象者 違反内容（条文）
愛
知
県

宮
城
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

神
奈
川
県

山
梨
県

岐
阜
県

三
重
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

和
歌
山
県

広
島
県

徳
島
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

大
分
県

許可違反 埋立て等を行った者 許可を受けずに埋立て等を行った場合
2
100

2
100

2
100

1
100

2
100

2
100

1
100

2
100

2
100

1
100

2
100

2
100

2
100

2
100

1
100

1
100

1
100

1
100

1
100

2
100

2
100

1
100

各府県において最も重い
罰則

変更許可違反 埋立て等を行った者 変更許可を受けずに埋立て等を行った場合
2
100

2
100

2
100

1
100

2
100

2
100

1
100

2
100

2
100

1
100

2
100

2
100

2
100

2
100

1
100

1
100

1
100

1
100

1
100

2
100

2
100

1
100

各府県において最も重い
罰則

地位承継違反 埋立て等を行った者 地位承継の承認を受けずに埋立て等を行った場合
2
100

2
100

1
100

1
100

2
100

2
100

2
100

1
100

2
100

1
100

各府県において最も重い
罰則

虚偽等による
許可取得

埋立て等の許可を受けた者 偽りなど不正な手段で許可を受けた場合
2
100

2
100

2
100

2
100

2
100

各府県において最も重い
罰則

虚偽等による
変更許可取得

埋立て等の許可を受けた者 偽りなど不正な手段で変更許可を受けた場合
2
100

2
100

2
100

2
100

2
100

各府県において最も重い
罰則

虚偽等による
承認取得

埋立て等の許可に基づく地位
の継承承認を受けた者

偽りなど不正な手段で承認申請を受けた場合
2
100

2
100

2
100

2
100

2
100

各府県において最も重い
罰則

埋立て等を行った者
環境基準に適合しない土砂等の埋立てがおこなわれているおそ
れがある場合の措置や停止命令に違反した場合

2
100

2
100

1
100

1
100

1
100

2
100

2
100

1
100

各府県において最も重い
罰則

埋立て等を行った者
環境基準に適合しない土砂等の埋立てがおこなわれたことを確
認した場合の撤去命令や停止命令に違反した場合

2
100

1
100

2
100

1
100

1
100

1
100

2
100

2
100

1
100

1
100

1
100

1
100

1
100

各府県において最も重い
罰則

埋立て等の許可を受けた者
緊急に災害の発生を防止するための措置や停止の命令に違反し
た場合

2
100

2
100

1
100

2
100

2
100

1
100

2
100

1
100

2
100

2
100

2
100

1
100

1
100

1
100

1
100

2
100

各府県において最も重い
罰則

埋立て等を行った者
許可を受けずに埋立て等を行った場合の措置命令又は撤去命令
に違反した場合

2
100

2
100

2
100

1
100

2
100

2
100

1
100

2
100

2
100

1
100

2
100

2
100

1
100

1
100

1
100

1
100

1
100

2
100

2
100

各府県において最も重い
罰則

埋立て等の許可を受けた者
変更許可を受けずに埋立て等を行った場合の措置命令又は撤去
命令に違反した場合

2
100

2
100

1
100

2
100

2
100

1
100

2
100

2
100

1
100

2
100

2
100

2
100

1
100

1
100

1
100

1
100

1
100

2
100

各府県において最も重い
罰則

埋立て等の許可を受けた者
許可基準に適合しない状態で完了・廃止し必要な措置を講じな
い場合の措置命令に違反した場合

2
100

1
100

1
100

2
100

2
100

1
100

1
100

1
100

1
100

2
100

2
100

2
100

1
100

6か月

50
1
100

1
100

1
100

1
100

各府県において最も重い
罰則

埋立て等の許可を受けた者
土砂等の埋立て等が許可基準に適合しない場合の措置命令又は
停止命令に違反した場合

2
100

1
100

1
100

1
100

1
100

1
100

1
100

2
100

2
100

2
100

2
100

1
100

6か月

50
1
100

1
100

1
100

1
100

各府県において最も重い
罰則(12府県)

埋立て等の許可を受けた者
土砂等の搬入する際に土砂等発生場所及び汚染のおそれがないこと
を確認した結果を報告しなかった又は虚偽の報告を行った場合

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
30

―
30

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

罰金50万の罰則が主

埋立て等の許可を受けた者
土砂等の埋立て等に使用された土砂等の量を報告しなかった又
は虚偽の報告を行った場合

―
50

―
30

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
20

―
50

罰金50万の罰則が主

作成義務違反 埋立て等の許可を受けた者
土砂等管理記録を作成・記録しなかった又は虚偽を記録した場
合

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
30

―
50

―
50

―
50

罰金50万の罰則が主

設置義務違反 埋立て等の許可を受けた者 標識を掲示せず、又は境界標を設置しなかった場合
―
50

―
30

―
50

―
50

―
50

―
50

―
30

―
50

―
50

―
20

罰金50万の罰則が主

報告徴収違反 埋立て等を行う者
土砂等埋立て等の施工状況等、必要な事項の報告を求めた時、
報告をしなかった又は虚偽の報告を行った場合

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
30

―
50

―
50

―
50

―
30

―
30

―
50

―
50

―
50

―
50

―
20

―
50

罰金50万の罰則が主

立入検査の
拒否等

埋立て等を行う者
立入検査の拒否、妨害、忌避又は答弁拒否した又は虚偽の報告
を行った場合

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
50

―
30

―
50

―
50

―
50

―
30

―
30

―
50

―
50

―
50

―
50

―
20

―
50

―
50

罰金50万の罰則が主

埋立て等の許可を受けた者
許可申請の内容に対して軽微な変更を行った時、届出をしな
かった又は虚偽の届出を行った場合

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

すべて罰金30万の罰則

埋立て等の許可を受けた者
許可に基づく土砂等の埋立て等に着手した時の届出をしなかっ
た又は虚偽の届出を行った場合

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

すべて罰金30万の罰則

埋立て等の許可を受けた者
許可に基づく土砂等埋立て等が完了・廃止した時の届出をしな
かった又は虚偽の届出を行った場合

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

すべて罰金30万の罰則

保存義務違反 埋立て等の許可を受けた者
土砂管理記録及び提出した書類及びその写しを保存しなかった
場合

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
30

―
50

罰金30万の罰則が主

30万円以下の
罰金

届出義務違反

50万円以下の
罰金

他府県条例の罰則
懲役（年）
罰金（万円）

備考
（主に土砂等埋立てに
関する条例でない都県
（東京都、香川県、沖
縄県は除く。）及び許
可制でない静岡県、石
川県を除く。）

2年以下の懲役又
は100万円以下の

罰金

命令違反

愛知県条例罰則案（土砂等の埋立て等）

報告義務違反

資料７
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愛知県土砂等の埋立て等及び採取の規制に関する条例（仮称）における罰則（案）と他県の規定一覧表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

埼
玉
県

千
葉
県

福
井
県

山
梨
県

三
重
県

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

岐
阜
県

奈
良
県

認可 認可 認可 認可 認可 届出 届出 届出 届出 届出

認可違反 採取の認可を受けた者 認可を受けずに土砂等の採取を行った場合
6か月
30

6か月

10
6か月

10
6か月

50
―
50

6か月

10
埋立て等の約1/4の罰金

変更認可違反 採取の認可を受けた者 変更認可を受けずに土砂等の採取を行った場合
6か月
30

―
5

埋立て等の約1/4の罰金

採取の認可を受けた者 緊急に災害の発生を防止するための措置や停止の命令に違反した場合
6か月
30

6か月

10
6か月

10
6か月

50
―
50

6か月

10
埋立て等の約1/4の罰金

採取を行った者
認可を受けずに土砂等の採取を行った場合の措置命令等に違反した場
合

6か月
30

6か月
10

6か月
10

6か月
50

―
50

6か月
10

埋立て等の約1/4の罰金

採取の認可を受けた者
認可基準に適合しない状態で完了・廃止し必要な措置を講じない場合
の措置命令に違反した場合

6か月
30

埋立て等の約1/4の罰金

採取の認可を受けた者
土砂等の採取が認可基準に適合しない場合の措置命令又は停止命令に
違反した場合

6か月
30

埋立て等の約1/4の罰金

設置義務違反 採取の認可を受けた者 標識を掲示せず、又は境界標を設置しなかった場合
―
20

―
3

―
1

―
10

―
3

埋立て等の約1/4の罰金

立入検査等の拒否 採取を行う者
立入検査の拒否、妨害、忌避又は答弁拒否した若しくは虚偽の報告を
行った場合

―
20

―
3

―
3

―
10

―
10

―
5

埋立て等の約1/4の罰金

採取の認可を受けた者
認可申請の内容に対して変更を行った時、届出をしなかった又は虚偽
の届出を行った場合

―
10

―
3

―
1

―
3

埋立て等の約1/4の罰金

採取の認可を受けた者
認可に基づく土砂等の採取が完了、廃止した時の届出をしなかった又
は虚偽の届出を行った場合

―
10

―
3

―
1

―
1

―
10

―
3

埋立て等の約1/4の罰金

※罰金刑については、採取は埋立ての約1/4で端数切り上げ。

他県条例の罰則
懲役（年）
罰金（万円）

備考

罰則 違反事項 対象者 違反内容（条文）

愛知県条例罰則案（土砂等の採取）

愛
知
県

6月以下の懲役又は
30万円以下の罰金

命令違反

20万円以下の罰金

10万円以下の罰金 届出義務違反
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国による法整備化に対する動き 

令和３年７月３日 静岡県熱海市における土石流災害 

令和３年８月１１日 盛土の総点検 

○人家等に影響のある盛土について、国土交通省、農林水産省、林野庁、環境省の連名で、都

道府県に対し通知。 

通知内容 

（１）重点点検対象エリア及び重点点検箇所（土砂災害警戒区域（土石流）の上流域及び区域

内、山地災害危険地区の集水区域（崩壊土砂流出）及び地区内（地すべり、山腹崩壊）など 

（２）盛土の把握（各地方公共団体等が、許可・届出資料等から確認した盛土、盛土可能性箇

所データ（国土地理院提供）等から推定される盛土など） 

（３）点検の観点（目視で点検）（許可・届出等の必要な手続き、手続き内容と現地の状況が

一致しているか（面積、土量等）、災害防止の必要な措置がとられているか（水抜きの有無

等）など 

令和３年９月３０日 第一回検討会 

○盛土による災害の防止に関する検討会の設置 

○盛土の総点検の進め方及び現在の状況について 

（１）全国の総点検予定箇所数を集約（全国の総点検予定箇所数：3万～4万箇所） 

（２）今後、現地確認を本格化し、年内に点検の暫定とりまとめを行い、点検状況等を踏まえ

対応方策を検討 

・危険箇所の対策（事業対応）是正措置を基本に、盛土の撤去、対策工等の詳細調査等の予

算を措置 

・今後の危険な盛土防止（制度対応） 

令和３年１０月２９日 第二回検討会 

 ○関係団体へのヒアリング 

 （一般社団法人全国農業会議所、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団、一般社団法人全

国建設業協会、一般社団法人日本林業経営者協会、全国知事会） 

令和３年１２月１０日 第三回検討会 

 ○対応方策の検討 

（１）危険箇所の対策（事業対応） 

 行為者による是正措置を基本に、地方公共団体が行う危険箇所対策や詳細調査等を国が助

成する制度を新たに構築 

 特に災害危険性の高い盛土については、各省庁が補正予算等を活用し、予算措置 

（２）今後の危険な盛土防止（制度対応） 

 土地利用規制など安全性を確保するために必要な対応策の検討

 廃棄物混じり土の適正運用

令和３年１２月２０日 第四回検討会 

 ○盛土の総点検に関する暫定とりまとめ 

○盛土による災害の防止に関する検討会 提言（案）＜参考資料＞ 
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